
























































































大項目 中項目 組織能力（状況把握を含む） 能力を示す情報

影響の大きい外部要因

下水道政策
下水道を優先して整備する区域
合流式か分流式か
工場排水を受け入れるか

スコピエ市下水道は旧市街地７区を中心として計画され、現在80%の住民
が利用しているが、全汚水が未処理のままVardar川に排除され同川の最大
汚染源となっており、これら汚水を新設下水処理場で処理することが緊急
課題である。排除方式は分流式を採用しているが、かなりの箇所で汚水管
から下水雨水管に、また、雨天時には雨水が汚水管へ流入している。工場
廃水には水質規制法令は制定されていないが、水質モニタリング結果に基
づき受け入れ可能水質である限り下水道への受入れを図る。

下水道事業の法的義務
下水道の義務、規制
浄化槽の義務、規制

EU 加盟を国家目標とし環境の改善は最優先事業と位置付けられ、ここ数
年、各地でドナーの援助などにより下水道施設の計画、建設が進められて
きた。各家庭･事業所は、下水道施設供用開始後下水道への接続の義務が
あり、浄化槽の設置は禁止されている。ただし、下水道普及区域外では浄
化槽の設置が必要であるが、強制力の伴う法制度は未整備であり、公社の
権限外である。

水質汚濁政策 水質汚濁規制制度とその実効性

環境関連法案が逐次制定・施行され、環境都市計画省を中心に主要河川、
工場廃水などの水質モニタリングを進めている。排水規制はEUなどの基
準、国家基準により定めており、水質汚濁防止に関わる施設計画ではこれ
ら法制に準拠することが義務付けられている。

財政支援 補助金、低利融資
EU等を中心にしたドナーによる下水道施設整備計画で、計画・調査費、建
設費などは国家、ドナーの補助金、低利融資の対象になっている。

関連制度
環境アセスメント制度、宅地開発規制、建築規制、
用地買収（土地収用、補償手続）

環境法に定められた事業種類・規模により、環境アセスメントは必要とな
る。対象事業は、その種類、規模などで、アセスメントの要求事項も異
なってくる。土地は、共産政権時代に国有化されてきたが、現在、旧土地
所有者の確認、登記などの業務が行われ、順次整備されている。私有地は
適正価格で買収することになっている。土地の買収にかかる紛争には裁判
所への提訴などプロジェクト進行を阻害するケースが多く出ている。

民間管理下水道の管理
組織

組織の活動、経営
現在進められている公営企業化、民営化により設立された企業に対する市
側の監督権限が強く、予算、歳入、歳出、主要人事などについては市の承
認が必要である。

議会 料金等に対する議会の関与
スコピエ市の議会は、上下水道公社の設定料金料金に対して審査・決定を
行う権限を有する。

市民、企業、マスメ
ディアの影響

意見交換の場、マスコミで取り上げられる話題
現在は公社の活動について定期的な広報誌などの発行は行っていないが、
随時、テレビあるいは新聞などを通して伝えている。下水道施設建設など
について必要になった場合には公聴会の開催を考えている。

国との権力関係
国による認可、国からの交付金算定
自治体の意思決定に対して国のendorseが必要な場合

下水道関連施設の計画建設などにかかる許認可は運輸通信省の権限で、下
水放流水質のモニター・管理などの実施・報告などは環境都市計画省の権
限となる。また、表流水･地下水の水量・水質に関する事項は農業森林水
資源省の責任である。

条例 義務事項、罰則規定

放流下水質ついての基準は、現在、EUの基準に準拠し、河川の水質は達成
目標の水質類型がI からV類に分けて制定されており、この類型に準拠し
て下水道計画策定を行わなければならない。これらの法律、基準に違反も
しくは適合しないと判断される場合には、排水の許可（大規模工場廃水な
ど）あるいは、下水処理プロセスなどの認可が出ないことになる。

民間下水道の許可
許可の対象
許可基準

公共下水道以外の小規模下水道施設、浄化槽や小規模の処理場などは公社
の権限外であり、市町村の管轄となる。

下水道計画 量・質（現状、将来）、施設計画

既存の下水道計画（1999年、11月）策定後数年が経過し、情報などは必ず
しも現況を正確に示すものではないと考えられるが、その後は下水管路の
拡張が行われた程度で、当時調査した既存施設の情報などは有効なものが
多い。 将来計画については、処理場の増設、連絡幹線計画を含み、
Vardar川の水質改善緊急対策としては妥当なものと判断される。

事業体の組織形態
自治体の一部局か、自治体連合（一部事務組合）
か、公営企業か、民営化されているか

スコピエ上下水道公社は公営企業として事業を行っているが、市の予算、
上下水道料金などの設定は市当局が承認するシステムとなっている。

部局の構成
組織図
下水道事業は一つの部局で実施されているか、複数
の部局に分散しているか。

組織図によれば、公社総裁を, 運営管理委員会、財政・運営管理委員会が
補佐する。総裁の下で副総裁が9部局を管理する。下水道部(Sector
Sewerage）は下水道施設の計画/設計; 機械部（Sector Mechanization)は
機器類の維持管理; 施設管理/開発部（Sector Exploitation &
Maintenance)は計画と管理を行なう。下水道事業の推進は下水道部の責任
となる。

意思決定メカニズム
人員、機材購入・修理、委託契約、施設立地それぞ
れの意思決定

下水道事業の実施については、副総裁が直接に関与･指示をするが、機材
購入、契約、土地買収などの業務は、それぞれの責任部門が担当すること
になる。

業務範囲
上水道を含むか、雨水排水を含むか、排水路清掃を
含むか

下水道部は上水道に関する業務は原則行なわない。雨水排水は同部の管轄
で、排水路清掃維持・管理も含まれる。

（他の自治体にもサー
ビスする場合）権限関
係

上下水道公社の権限は、区レベルの新規下水道計画・設計には原則関与せ
ず、施設の引渡し後、維持管理の責に任ずる。

マネジメント・サービス

トップの問題意識 優先度の高い問題
限られた範囲で接触した幹部などの環境問題などに関する問題意識は高い
と見られる。財源確保などについての意識についてもあると考えられる。

マネジメントツール
パフォーマンス測定
マニュアル、Standard Operating Procedure
記録、報告文書

実務レベルでのパーフォーマンスについての測定は上部の判断によるもの
が多いと見られる。特にマニュアル、基準、記録、報告文書などの存在は
確認できなかった。現場での担当者の判断も、個人意思よりも在来の習慣
(あるいはノルマ）上部からの指示にしたがうことが多いようである。

サービス範囲
サービス区域の把握
サービス区域の拡張の判断方法

公社のサービス区域は旧7区を中心として行っており、近年合併の区域に
対する管理責任は施設の正式移管後に生じる。人口の把握は国政調査結果
に基づいている。統計局の中間発表データなどを利用している。

住民の意見の政策、業
務への反映

苦情件数、クレーム窓口、対応方法
市民からの苦情に対しては苦情窓口を設置し、公社の説明では24時間受付
を行っている。特別に緊急な事態以外は、翌日に関連部門に連絡し対処す
るとのことである。

制度

組織

（下水道事業体にとっての）国の政策・制度

下水道事業のステークホルダー

下水道事業体のキャパシティ

Administrator
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広報
広報誌の発行状況
年報を発行しているか

公社単独の広報誌、年報の発行はない。テレビや新聞などを通じて適時
行っている。

収支
予算額と支出内訳
バランスシートがあるか
自治体の財政当局はどのように認識しているか

バランス・シートはあり、公社の水道料金徴収率が低く、施設の改善の費
用、サービス向上などが不足している点などは周知の事実である。少なく
とも我々の接触した幹部はこれらの数字を説明している。公社の財政状態
が健全ではないとの自治体側の認識はあるとしても、必ずしも認識が十分
とは思われない。

支出額とその内訳（費
用区分別）

支出金額内訳表
内訳をどこまで細かく把握しているか

数字を説明できると考えられる

委託の場合の契約金額 金額の設定根拠 根拠を説明できるものとのことである。

収入とその内訳
関連予算（例：人件費が別になっている場合）を統
合した予算額
収入金額内訳表

少なくとも、我々の接触した数字の説明は出来る。また、内訳についても
把握していると考えられる。

料金
料金の根拠、改定のプロセス
上下水道料金の場合はcross subsidyを前提としてい
るか

料金の設定は、公社が算定し政府により承認されるが、算定が運転管理費
用のみをまかなうように設定されるため、十分な維持管理や修理には十分
でない。不足部分は市の補助金が必要となる。また、料金の徴収率が低く
約47％にとどまり、現在、90％以上の引き上げを申請している。

料金徴収 徴収方法、徴収額、徴収率、未払いに対する対応
料金徴収は公社職員により、外部委託などは行っていない。徴収率は40％
台と低く、昨年度予算では在来の未徴収水道料を損金として落とし、ま
た、失業者・貧困層に対する料金一部免除を行っている。

顧客管理 顧客データベース 料金徴収の顧客データベースはある。

資金調達・負債管理 調達方法の把握、負債管理方法

調達・契約 調達・契約関係規程 規程を理解しているか

経理業務全般 手続きのルール化 内部規程文書、手続き説明文書を作成しているか

契約

業者選定手続き
業者選定手続きは公開されているか
支払い方法・パフォーマンスが悪い場合の対応を書
いているか

契約担当部門で行っているとのことであるが、一部業者などの説明では、
入札が必ずしも明確に行われていないケースがあったとのことである。

業務内容
業務内容の指示
問題になった例はあるか

業務内容の指示は一応明確に示されている模様である。

モニタリング状況 パフォーマンスの測定 細部については解答は得られなかった。

監督 担当部門が行うとのことである。

コスト把握 同上

職務分担
管理職員、技術者（大卒）、事務系職員、技能工、
作業員など職種別のjob description

雇用についての条例がある。職務分限では大卒、その他短大等、高卒、資
格保持者、単純労務者などに分かれている。

業務評価 業務評価方法、昇進昇給への反映 不明。一部の上層部などの影響があるとの情報もある。

職員数 セクションごとの人員数 セクション毎の人員数は明確である。

管理職
管理職に必要な知識と能力の明確化
（職場・業務管理能力、判断力、専門知識、職員の
指導育成、周辺状況の認識、危機管理能力）

接触した職員には一般的な知識・能力はあると考えられる。

業務ローテーション 異動までの平均年数
明確には示されていないが、幹部などについては、選挙結果で移動が多い
とのことである。

訓練 訓練計画・予算、訓練における外部リソース
環境都市計画省などへの研修参加職員もある様だが、細部については不明
である。

汚水の把握

水道使用量データ
過去の実績データの保管と活用
住宅等の開発計画
調査委託体制

水道使用量、取水・配水などのデータはある。需要予測は行っている。開
発計画についても汚水発生量について通常把握していると考えられる。

雨水の把握
関連資料と解析
資料の保存・活用

水文、水理地質、気候などの資料は持っている。最近は特に水質関連資料
を整備している。

施設
現有施設のデータ（設計図書、図面等）
設計指針

施設計画のためのデータとしては、マスタープラン作成時点などで収集し
たものを保持している。技術仕様は在来、ノルマ、ヨーロッパの(ドイツ
等）に準拠し作成したとのことである。

管渠（合流式の場合） 図面 ー

管渠（分流式の場合） 図面 存在する図面については一応の説明は出来る。

ポンプ場 図面、運転データ
図面、運転方法などについて通常の説明はできる。簡単な図面は現地にも
保管されている。

下水処理場運転管理

運転マニュアル、データ管理
データの活用体制（報告、コメント、データの修正
と保管）
トラブル・事故管理体制

現存2インホフ槽処理施設は、現在放置され(一部完結的に汚水を通水する
ところもある）が実際上運転していない、従って、運転マニュアル、デー
タの管理体制も無い。従って、ポンプ場の併設さている処理場のみポンプ
維持管理は必要と考えられる。新規処理場についての運転管理知識はない
ものと見られる。

電気・機械設備の維持
管理

種類別の数量と現況
点検・補修の記録
パーツ入手状況、修理頻度・内容および金額

現存する雨水・汚水ポンプ場10箇所の稼動部分は、ポンプとコントロール
機器類のみであり、複雑なプロセスではなく、ポンプ･モータ類の保全・
維持管理は一応行なわれている模様である。これらの修理に必要なパーツ
は現地で入手可能であるとのことである。事故対応体制は緊急センターの
対応による。

水質試験

分析機器
マニュアル
モニタリング体制
分析データ報告書作成と公表体制
事故対応体制

水質試験の設備は近年充実されており、飲料水、細菌類、下水などの採
水･分析を実施している。飲料水が主体であるが、今後、下水道本格調査
時に必要な下水・各種廃水の採水・分析は、本センターで実施し提供でき
るとのことであった。分析データについての報告書も作成され、CDなどに
より、必要に応じて提供できる。原則は上下水道の水質モニタリングであ
るが、これらの緊急対応も可能と思われる。

データ管理 データの検証、関係部門への連絡

現在、下水道にかかるデータの電子化などの整理は必ずしも進んでいな
い。近年建設された下水道施設の一般的な図面は存在しているが、過去の
実施設計図書などで入手困難なものがある。マンホール部の底高、深さの
記録は保存してあるとのことで、緊急センターで受け付けた上下水道の補
修などの一般的な記録はあるとしている。

施設

人事・労務

財政

 民間委託

情報
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